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2024年 6月 21日 

各  位 

会 社 名 ASAHI EITO ホールディングス株式会社 

代表者名 取締役会長兼 

社長執行役員 
星 野  和 也 

（コード ５３４１ 東証スタンダード市場） 

問合せ先 
社長室室長 

兼 IR担当 
生 島  始 郎 

Ｔ Ｅ Ｌ (０６)７７７７－２０６７ 

 

新株予約権の一部譲渡に関するお知らせ及び経営管理体制強化に関するお知らせ 

 

 当社は別紙添付の 2022 年 10 月 12 日に発行した第５回新株予約権及び第６回新株予約権の一部

譲渡１６件について、下記のとおりにお知らせいたします。 

本来であれば、当該新株予約権の譲渡承認を行った取締役会決議日に皆様にお知らせするべきと

ころですが、本日の開示となりましたことをここに心よりお詫び申し上げます。尚、本日開催の取

締役会にて、本件に関する検証と今後、このようなことの無いよう経営管理体制強化及び再発防止

の施策につき、下記のように決議いたしましたので合わせてお知らせいたします。  

 

記 

 

１．新株予約権の一部譲渡に関する適時開示が遅延した経緯と理由 

当社は、2022 年 10 月 12 日に第 5 回新株予約権総数 10,298 個（目的となる普通株式数 1,029,800 

株）第 6 回新株予約権総数 3,808 個(目的となる普通株式数 380,800 株)を発行し、第 5 回新株予約

権の全部をカントリーガーデン・ジャパン株式会社へ、第 6 回新株予約権の全部を創展環球有限公

司に割当致しました。その後、当社の資金事情により早期の行使を依頼したところ、第 5 回新株予

約権の割当先であるカントリーガーデン・ジャパン株式会社（以下「カントリーガーデン・ジャパ

ン」という。）より、カントリーガーデン・ジャパンの事業状況が、主たる事業としていた中国のカ

ントリーガーデン社の分譲物件がコロナ過及び不動産不況の影響で完成しないという事態が発生し、

その状況が改善されず、割当引受時に想定した計画よりも遅滞し、その物件の販売によって得るは

ずであった資金計画もまた当初の想定を下回っており、自社にて本新株予約権の行使を行うことが

難しい状況にあることから、当社の資金調達や事業計画に影響を与えられないと考え、事業資金調

達のために、本新株予約権行使を促進させる目的で本新株予約権の一部を譲渡したいとの申し出が

あり、当社内でその譲渡に関する協議を行いました。 

カントリーガーデン・ジャパンは、当社代表取締役である星野和也が代表者を務める企業であり、

第 5 回新株予約権の引受けにおいて、その保有方針につき、「割当予定先であるカントリーガーデ

ン・ジャパンとの間では、資本関係を構築した上で、基本的には本資金調達により取得する当社株

式を原則として中長期に保有する方針であること」を確認しておりましたが、この度のカントリー

ガーデン・ジャパンの申し出から自社にて第 5 回新株予約権行使が難しい状況にあると示されたこ

とから、当社としてはカントリーガーデン・ジャパンの当初の保有方針とは異なるものの、当社と

しての資金需要、事業計画の進捗を考慮した結果、第 5 回新株予約権の一部が譲渡され、当社の資
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金調達に繋がると考えて、本件譲渡について承認することと致しました。 

譲渡先については、役職員の関係先で、新株予約権を行使できるくらいの一定の資金を有し、当

社新株予約権の譲受、行使をお願いできる先を検討した結果、当社代表者の星野の関係先しか考え

られなかったことから星野の関係先とし、また上記のようなカントリーガーデン・ジャパンの状況

を理解し、当社の事業の円滑な進捗へ協力する意向を持ち、譲受けの目的が純投資であり、経営支

配の意向は有していないこと、市場動向や株価水準に応じて機動的、積極的に行使していくお考え

を口頭で確認できた先としております。加えて譲渡先の属性についても反社会的勢力と関係してい

ないことを第三者機関である調査会社の調査により確認されることも前提と致しました。 

また、第 6 回新株予約権の割当先である創展環球有限公司に対しても、当社の資金事情により行

使をお願いしておりましたが、ただちに全部の行使は難しい状況にあったため、早期の資金化を考

慮していただき、2023 年 5 月 12 日第 6 回新株予約権の一部を譲渡したいとの申し出がありました

ので、当社の資金需要もあり、譲渡先の条項についてヒアリングにより確認した結果、同様の対応

を行うこととしました。 

当社、経営戦略統括部はカントリーガーデン・ジャパンからの第 5 回新株予約権の一部譲渡に関

する申し出を受けて、顧問弁護士に第 5 回新株予約権譲渡契約の作成や一連の手続きにつき、相談

を行いました。その際にインサイダー取引に留意するように、譲渡先の属性に関する調査の徹底等

のアドバイスを受けております。しかしながら、経営戦略統括部は、新株予約権の譲渡に関して適

時開示は必須ではなく、必ず行わなくてはならないものではないとのアドバイスも受けており、よ

って適時開示を行わなかったという経緯であります。 

本来であれば、当社としては割当先からの保有方針とは異なる新株予約権譲渡という申し出があ

り、総合的に勘案した結果、その譲渡承認を行った経緯から、顧問弁護士の適時開示は必ずしも必

要ではないとのアドバイスがあったとしても、前回の第三者割当において慎重に検討し決定した割

当先の保有方針の変更という観点、また取締役会にて譲渡承認の決議を行ったことからも適時開示

を行うべきであると自らが判断して適時開示を行うべきでありました。今回の適時開示遅延の要因

は、当社担当者の本件に関する知見不足と適時開示に関する認識の低さにあったと考えております。 

尚、2024 年 4月 30 日時点で、結果としてカントリーガーデン・ジャパンは第 5回新株予約権を合

計 9,147 個譲渡しており、その内 7,911 個が行使され、カントリーガーデン・ジャパンが保有する

分を含め、1,787 個が未行使の状況となっております。また、第 6 回新株予約権につきましては、

3,808 個すべて行使されております 

２．経営管理体制の強化及び再発防止の施策について 

本日開催の取締役会にて、本件に関する検証と総括を行い、再発防止のために以下の施策を行う

こととし、コーポレートガバナンスの強化を図っていくことと致しました。 

１）2024年 6 月中を目途に、ホールディングス体制における管理機能を整備すべく、組織改編と

人事異動の方向性を決め、速やかに実施します。 

２）2024年 6 月中を目途に、取締役会に対して定期的かつ機動的な報告を実現すべく、社内ルー

ルを策定します。 

３）2024年 5月、新たに顧問弁護士をお願いしております。 

４）第５回新株予約権未行使分の買入消却 

本件については権利者の同意が必要ですが、権利者の同意を得られれば買入消却を行うべく

決議します。 
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５）今後、新株予約権を発行する場合には、譲渡禁止、買入消却、割当先の検討を含め深慮し、議

論することとします。 

３．今後の見通し 

本新株予約権の譲渡による当社の連結業績への影響はありません。  

 

４．第 5 回及び第 6回新株予約権の発行要項 

 

アサヒ衛陶株式会社第 5 回新株予約権 

発 行 要 項 

 

１. 新株予約権の名称 アサヒ衛陶株式会社第 5 回新株予約権（以下「本新株予約権」という｡） 

 

２. 本新株予約権の払込金額の総額 金 1,997,812 円 

 

３. 申込期日 2022 年 10月 11 日 

 

４. 割当日及び払込期日 2022 年 10 月 12 日 

 

５. 募集の方法 第三者割当ての方法により、以下のとおりに割当てる。 

カントリーガーデン・ジャパン株式会社 10,298 個 

 

６. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 1,029,800 株とする（本新株予

約権１個あたりの目的である株式の数（以下「割当株式数」という。）は 100 株とする｡）。但し、本

項第(2)号及び第(3)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の

総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 

(2) 当社が第 10 項の規定に従って行使価額（第９項第(2)号に定義する｡以下同じ。）の調整を行う場

合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本

新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨て

る。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 10 項に定める調整前行使

価額及び調整後行使価額とする。 

調整後割当株式数 ＝ 
調整前割当株式数 × 調整前行使価額 

調整後行使価額 

(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第 10 項第(2)号及び第(5)号による行使価額

の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予

約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその

適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うこと

ができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 
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７. 本新株予約権の総数 10,298 個 

 

８. 本新株予約権１個あたりの払込金額 金 194 円 

 

９. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を

乗じた額とする。 

(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する

当社普通株式を処分する（以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。）場合における株

式１株あたりの出資される財産の価額（以下「行使価額」という。）は、437 円とする。 

 

10. 行使価額の調整 

(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式

数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価額調

整式」という｡）をもって行使価額を調整する。 

    
既 発行 
株 式数 ＋ 

交 付 
株 式 数 × 

１株あたり
の 

払 込 金 額 

調 整 後 
行使価額 ＝ 調 整 前 

行使価額 × 
１株あたりの時価 

既発行株式数 ＋ 交付株式数 

 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次

に定めるところによる。 

① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（無償割当

てによる場合を含む｡）（但し、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）の行使、

取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行

使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を

交付する場合を除く｡） 

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当て

の場合はその効力発生日とする｡）以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与え

るための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

② 普通株式について株式の分割をする場合 

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求

権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求

できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）を発行又は付与する場合 

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部にかかる取得請求権又は新株予約権の全部が当初の

条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予

約権の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株

主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用す

る。 
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④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含む｡）の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付

する場合 

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

⑤ 本項第(2)号①から④までの各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日

が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機

関の承認を条件としているときには本項第(2)号①から④にかかわらず、調整後行使価額は、当該

承認があった日の翌日以降、これを適用する。 

この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使

した本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。 

株式数 ＝ （調整前行使価額－調整後行使価額） × 

調整前行使価額により当該期間

内に交付された株式数 

調整後行使価額 

この場合、１株未満の端数が生じるときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどま

る場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行

使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの

差額を差し引いた額を使用する。 

(4) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる

ものとする。 

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ 45 取引日目

に始まる 30 取引日（終値のない日を除く｡）の株式会社東京証券取引所第二部（以下「東京証券取

引所」という。）における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平

均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てるものとする。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が

ある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ

月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株

式を控除した数とする。 

(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な

行使価額の調整を行う。 

① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換、合併又は株式交付のために行使価額

の調整を必要とするとき。 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の

調整を必要とするとき。 

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出

にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権

者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始

日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日

以降速やかにこれを行う。 
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11. 本新株予約権の行使期間 

2022 年 10 月 12 日から 2024 年 10 月 12 日（但し、2024 年 10 月 12 日が銀行営業日でない場合には

その前銀行営業日）までの期間とする。但し、第 14 項に定める組織再編行為をするために本新株予約

権の行使の停止が必要である場合は、それらの効力発生日から 14 日以内の日に先立つ 30 日以内の当

社が指定する期間は、本新株予約権を行使することはできない。この場合は、行使を停止する期間その

他必要な事項を、当該期間の開始日の１ヶ月前までに通知する。 

 

12. その他の本新株予約権の行使の条件 

(1) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 

(2) 各本新株予約権の一部行使はできない。 

 

13. 新株予約権の取得事由 

(1) 本新株予約権の割当日から６ヶ月を経過した日以降、当社は取締役会により本新株予約権を取得

する旨および本新株予約権を取得する日（以下「取得日」という。）を決議することができる。当社

は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又

は公告を当該取得日の 14 日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権１個に

つき本新株予約権１個あたりの払込価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は

一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方

法により行うものとする。 

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全

子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合

（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める

日をもって、当社は本新株予約権１個につき予約権払込金額と同額で新株予約権を取得することが

できる。 

 

14. 組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い 

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸

収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社

となる株式移転（以下「組織再編行為」と総称する。）を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日

の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収

分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社（以下「再編当事

会社」と総称する。）は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を

交付するものとする。 

(1) 新たに交付される新株予約権の数 

新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整

する。調整後の１個未満の端数は切り捨てる。 

(2) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類 

再編当事会社の同種の株式 

(3) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法 
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組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１株未満の端数は切り上げる。 

(4) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１円未満の端数は切り上げる。 

(5) 新たに交付される新株予約権にかかる行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場

合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再

編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件 

第 11 項ないし第 14 項、第 16 項及び第 17 項に準じて、組織再編行為に際して決定する。 

(6) 新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限 

新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要す

る。 

 

15. 新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

 

16. 新株予約権証券の発行 

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。 

 

17. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算

規則第 17 条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし（計算の結果１

円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加す

る資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 

 

18. 新株予約権の行使請求の方法 

(1) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、自己の氏名

又は名称及び住所、自己のために開設された当社普通株式の振替を行うための口座（社債、株式等の

振替に関する法律（以下「振替法」という。）第 131条第３項に定める特別口座を除く。）のコードそ

の他必要事項を記載してこれに記名捺印したうえ、第 11 項に定める行使期間中に第 20 項記載の行

使請求受付場所に提出し、かつ、かかる行使請求の対象となった本新株予約権の数に行使価額を乗じ

た金額（以下「出資金総額」という。）を現金にて第 21 項に定める払込取扱場所の当社が指定する口

座（以下「指定口座」という。）に振り込むものとする。 

(2) 本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。 

(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着し、かつ当該

本新株予約権の行使にかかる出資金総額が指定口座に入金されたときに発生する。 

 

19. 株式の交付方法 

当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後速やかに振替法第 130 条第１項に定めるところに従

い、振替機関に対し、当該新株予約権の行使により交付される当社普通株式の新規記録情報を通知す

る。 

 

20. 行使請求受付場所 
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アサヒ衛陶株式会社  経営管理部 

 

21. 払込取扱場所 

株式会社みずほ銀行 難波支店 

 

22. 本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本新株予約権の行使価額その他本新株予約権の内容及び割当先との間の割当契約の諸条件を考慮し

て、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによる算定結果を参考に、本新株

予約権１個あたりの払込金額を 194 円とした。さらに、本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき

額は第９項記載のとおりとし、行使価額は、当該発行にかかる取締役会決議日の前取引日（2022 年９

月 21 日）の東京証券取引所における当社普通株式の終値と同額に決定した。 

 

23. その他 

(1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社

は必要な措置を講じる。 

(2) 上記のほか、本新株予約権の発行に関して必要な事項の決定については、当社代表取締役社長に一

任する。 

(3) 本新株予約権の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする。 

 

 

 

以 上 
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アサヒ衛陶株式会社第 6 回新株予約権 

発 行 要 項 

 

１. 新株予約権の名称 アサヒ衛陶株式会社第 6 回新株予約権（以下「本新株予約権」という｡） 

 

２. 本新株予約権の払込金額の総額 金 1,443,232 円 

 

３. 申込期日 2022 年 10月 11 日 

 

４. 割当日及び払込期日 2022 年 10 月 12 日 

 

５. 募集の方法 第三者割当ての方法により、以下のとおりに割当てる。 

創展環球有限公司 3,808 個 

 

６. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 380,800 株とする（本新株予約

権１個あたりの目的である株式の数（以下「割当株式数」という。）は 100 株とする｡）。但し、本項

第(2)号及び第(3)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総

数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 

(2) 当社が第 10 項の規定に従って行使価額（第９項第(2)号に定義する｡以下同じ。）の調整を行う場

合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本

新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨て

る。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 10 項に定める調整前行使

価額及び調整後行使価額とする。 

調整後割当株式数 ＝ 
調整前割当株式数 × 調整前行使価額 

調整後行使価額 

(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第 10 項第(2)号及び第(5)号による行使価額

の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予

約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその

適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うこと

ができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

 

７. 本新株予約権の総数 3,808 個 

 

８. 本新株予約権１個あたりの払込金額 金 379 円 

 

９. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を

乗じた額とする。 
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(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する

当社普通株式を処分する（以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。）場合における株

式１株あたりの出資される財産の価額（以下「行使価額」という。）は、394 円とする。 

 

10. 行使価額の調整 

(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式

数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価額調

整式」という｡）をもって行使価額を調整する。 

    
既 発行 
株 式数 ＋ 

交 付 
株 式 数 × 

１株あたり
の 

払 込 金 額 

調 整 後 
行使価額 ＝ 調 整 前 

行使価額 × 
１株あたりの時価 

既発行株式数 ＋ 交付株式数 

 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次

に定めるところによる。 

① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（無償割当

てによる場合を含む｡）（但し、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）の行使、

取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行

使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を

交付する場合を除く｡） 

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当て

の場合はその効力発生日とする｡）以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与え

るための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

② 普通株式について株式の分割をする場合 

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求

権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求

できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）を発行又は付与する場合 

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部にかかる取得請求権又は新株予約権の全部が当初の

条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予

約権の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株

主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用す

る。 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含む｡）の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付

する場合 

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

⑤ 本項第(2)号①から④までの各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日

が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機

関の承認を条件としているときには本項第(2)号①から④にかかわらず、調整後行使価額は、当該

承認があった日の翌日以降、これを適用する。 
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この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使

した本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。 

株式数 ＝ （調整前行使価額－調整後行使価額） × 

調整前行使価額により当該期間

内に交付された株式数 

調整後行使価額 

この場合、１株未満の端数が生じるときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどま

る場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行

使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの

差額を差し引いた額を使用する。 

(4) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる

ものとする。 

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ 45 取引日目

に始まる 30 取引日（終値のない日を除く｡）の株式会社東京証券取引所第二部（以下「東京証券取

引所」という。）における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平

均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てるものとする。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が

ある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ

月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株

式を控除した数とする。 

(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な

行使価額の調整を行う。 

① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換、合併又は株式交付のために行使価額

の調整を必要とするとき。 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の

調整を必要とするとき。 

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出

にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権

者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始

日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日

以降速やかにこれを行う。 

 

11. 本新株予約権の行使期間 

2022 年 10 月 12 日から 2024 年 10 月 12 日（但し、2024 年 10 月 12 日が銀行営業日でない場合には

その前銀行営業日）までの期間とする。但し、第 14 項に定める組織再編行為をするために本新株予約

権の行使の停止が必要である場合は、それらの効力発生日から 14 日以内の日に先立つ 30 日以内の当

社が指定する期間は、本新株予約権を行使することはできない。この場合は、行使を停止する期間その

他必要な事項を、当該期間の開始日の１ヶ月前までに通知する。 
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12. その他の本新株予約権の行使の条件 

(1) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 

(2) 各本新株予約権の一部行使はできない。 

 

13. 新株予約権の取得事由 

(1) 本新株予約権の割当日から６ヶ月を経過した日以降、当社は取締役会により本新株予約権を取得

する旨および本新株予約権を取得する日（以下「取得日」という。）を決議することができる。当社

は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又

は公告を当該取得日の 14 日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権１個に

つき本新株予約権１個あたりの払込価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は

一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方

法により行うものとする。 

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全

子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合

（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める

日をもって、当社は本新株予約権１個につき予約権払込金額と同額で新株予約権を取得することが

できる。 

 

14. 組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い 

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸

収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社

となる株式移転（以下「組織再編行為」と総称する。）を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日

の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収

分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社（以下「再編当事

会社」と総称する。）は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を

交付するものとする。 

(1) 新たに交付される新株予約権の数 

新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整

する。調整後の１個未満の端数は切り捨てる。 

(2) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類 

再編当事会社の同種の株式 

(3) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１株未満の端数は切り上げる。 

(4) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１円未満の端数は切り上げる。 

(5) 新たに交付される新株予約権にかかる行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場

合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再

編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件 

第 11 項ないし第 14 項、第 16 項及び第 17 項に準じて、組織再編行為に際して決定する。 

(6) 新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限 
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新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要す

る。 

 

15. 新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

 

16. 新株予約権証券の発行 

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。 

 

17. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算

規則第 17 条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし（計算の結果１

円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加す

る資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 

 

18. 新株予約権の行使請求の方法 

(1) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、自己の氏名

又は名称及び住所、自己のために開設された当社普通株式の振替を行うための口座（社債、株式等の

振替に関する法律（以下「振替法」という。）第 131条第３項に定める特別口座を除く。）のコードそ

の他必要事項を記載してこれに記名捺印したうえ、第 11 項に定める行使期間中に第 20 項記載の行

使請求受付場所に提出し、かつ、かかる行使請求の対象となった本新株予約権の数に行使価額を乗じ

た金額（以下「出資金総額」という。）を現金にて第 21 項に定める払込取扱場所の当社が指定する口

座（以下「指定口座」という。）に振り込むものとする。 

(2) 本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。 

(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着し、かつ当該

本新株予約権の行使にかかる出資金総額が指定口座に入金されたときに発生する。 

 

19. 株式の交付方法 

当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後速やかに振替法第 130 条第１項に定めるところに従

い、振替機関に対し、当該新株予約権の行使により交付される当社普通株式の新規記録情報を通知す

る。 

 

20. 行使請求受付場所 

アサヒ衛陶株式会社  経営管理部 

 

21. 払込取扱場所 

株式会社みずほ銀行 難波支店 

 

22. 本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本新株予約権の行使価額その他本新株予約権の内容及び割当先との間の割当契約の諸条件を考慮し

て、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによる算定結果を参考に、本新株
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予約権１個あたりの払込金額を 379 円とした。さらに、本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき

額は第９項記載のとおりとし、行使価額は、当該発行にかかる取締役会決議日の前取引日（2022 年９

月 21 日）の東京証券取引所における当社普通株式の終値に 0.9 を乗じて得た金額（１円未満切り上げ）

と同額に決定した。 

 

23. その他 

(1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社

は必要な措置を講じる。 

(2) 上記のほか、本新株予約権の発行に関して必要な事項の決定については、当社代表取締役社長に一

任する。 

(3) 本新株予約権の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする。 

 

 

 

以 上 

 

 

以 上 

 


